
 

様式２ 

随意契約結果表(委託等契約) 

所属名 
 

新事業・経営革新支援課 

契約締結年月日 
 

平成３１年４月１日 

契約者名 
 

国立大学法人山梨大学 

契約名 燃料電池関連製品開発及び医療機器設計開発人材養成講

座開設事業業務委託契約 

契約金額 
（税込み） ３１，００６，４７４円 

随意契約理由  燃料電池関連製品開発人材養成講座において、国立大学

法人山梨大学は、燃料電池ナノ材料研究センター及びクリ

ーンエネルギー研究センターを有し、民間企業における燃

料電池システムなどの開発経験者を含めた燃料電池の講

師が存在する県内唯一の教育機関（大学）である。また、

山梨大学燃料電池ナノ材料研究センターでは、国立研究開

発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構から委託を受

け、産業界のニーズを踏まえた燃料電池材料の開発に燃料

電池システムメーカーや材料メーカーとの共同研究に取

り組んでおり、業界動向や産業界の技術ニーズを熟知して

いる。さらに様々な公開講座開催の実績があり、カリキュ

ラムの作成や講座の運営について、充分な能力と実績が認

められる。講座の開設に当たり、本事業の目的、事業内容

を効果的かつ効率的に実施するには、上記のような資源

（講師、施設設備等）や講座の実績を有する山梨大学に委

託することが最も有効であり、金額では図れない効果が期

待できる。 
医療機器設計開発人材養成講座において、国立大学法人

山梨大学は、医学部（付属病院）、工学部を有し、医療機

器開発に不可欠な医学、工学の講師が存在する県内唯一の

教育機関（大学）である。また、様々な公開講座開催の実

績があり、平成２７年度及び平成２８年度には本講座の管

理運営について受託し、適正な業務を遂行してきており、

カリキュラムの作成や講座の運営について、充分な能力と 
実績が認められる。さらに、山梨大学には、各学部がそれ

ぞれ持つ技術シーズや研究成果、特許等を活用して企業と

の共同研究や産学連携プロジェクトの推進を図る「融合研

究臨床応用推進センター」が設置され、当センターが中心

となり、県内中小企業等と連携して、医療現場の課題やニ

ーズを踏まえた医療機器の開発に取り組んでいる。 
講座の開設に当たり、本事業の目的、事業内容を効果的



 

かつ効率的に実施するには、上記のような資源（講師、施

設設備等）や講座の実績を有する山梨大学に委託すること

が最も有効であり、金額では図れない効果が期待できる。 
以上の理由により、本事業を効率的かつ効果的に実施でき

る団体は、国立大学法人山梨大学以外はない。 

随意契約の適用条項 
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 


